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　複数の病気を抱え多種類の薬を処方されている高齢者等において、飲み忘れや飲みにくさにより服用しきれず多くの薬が自宅
に残ってしまう「残薬」が問題となっている。これにより、適切に服用しないことによる病状の悪化や健康への影響のほか、医
療費の増大にもつながっている。

　バッグの活用により、かかりつけ薬局で、薬の飲み残しや重複、副作用等がないかを継続的にチェックをすることにより、区民に適切な
服薬をうながすことを効果目標とする。

　区が作成した残薬整理に使用するバッグを薬剤師会及び加盟薬局の協力をいただいて、効果が見込まれる65歳以上の高齢者を
主な対象として配付する。対象者は自宅にある残薬等をバッグに入れて薬局へ持参し、薬剤師により服薬状況・残薬等の確認を
受け、残薬の整理のほか、適切に薬を服用できるよう指導を受ける。令和元年７月より事業実施中
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薬局を通して効果が見込まれる対象者へ配付

【参考数値】 65歳以上で1日薬7種類以上使用割合：約49％

残薬・お薬手帳・処方箋等

配付対象 区民

国保に関しては23区連携して取り組む

バッグ作成数 2,000個

区から新宿区薬剤師会

（１４８薬局）へバッグを提供

服薬状況・残薬等の確認

（新宿区薬剤師会）

事業の実施状況 （令和元年１２月時点）

◇現在のバッグ配付数：１３１個、残薬指導延べ人数：４３９人
◇残薬指導を受けた年代比較：９０歳代が一番高く、次いで８０歳代、７０歳代であった。

◇残薬の理由：飲み忘れ、症状改善による服薬の自己判断での中止 等

◇残薬指導とともに実施したこと：薬の一包化、処方医に残薬（飲み忘れの実態）を報告し、投与日数を変更 等
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④服薬の

管理・指導

※令和元年度最終事業報告は、令和２年６月予定
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